
帯広防衛支局オープンカウンター参加資格

帯広防衛支局が実施する物品及び役務の調達その他の契約において、オープン

カウンター方式による見積合わせに参加することができる者は、下記のいずれに

も該当する者とする。

記

１ 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の

規定に該当しない者であること。

２ 防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）において、見積合わせを実施する案

件に係る「Ｄ」の等級以上の格付けを有し、北海道地域の競争参加を希望する

者であること（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に

基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、

再度級別の格付けを受けていること。）。

３ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法

に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（再度級別の格付けを受けた

者を除く。）でないこと。

４ 防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指

名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

５ 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する業務等から排除す

るよう要請があり、当該状態が継続している者でないこと。なお、見積合わせ

実施後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として

防衛省が発注する業務等から排除するよう要請があり、当該状態が継続してい

る者とは契約を締結しない。

オープンカウンター方式とは、随意契約において、見積りを徴する相

手方を特定することなく、見積合わせへの参加を希望する者から見積書

の提出を受け、見積合わせを実施し、契約の相手方を決定する方式です


